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お知らせ

14.海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用するＳＤＧｓ17の目標

　11月7日に予定していた「歯と骨
の健診デー」は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、中止とな
りました。歯科検診やフッ素塗布は
かかりつけの歯科医院にご相談く
ださい。
■問い合わせ先 
　保健センター（オアシスセンター内）
　　（48）1111（内1520・1521）

　町では、可燃・不燃・資源ごみな
どをごみステーションで収集してい
ます。ごみステーションは、一般家
庭から発生するごみの収集所で
す。
　事業所や商店などの事業活動で
発生したごみを町の指定ごみ袋で
地域のごみステーションに捨てる
ことは違法です。事業者の責任で、
適正に処分してください。
■問い合わせ先　
　建設環境課環境係
　　（48）1111（内1211・1212）

　中学校修了前の児童を養育して
いる方を対象に、児童手当（制限額
を超える所得がある方には特例給
付）が支給されます。
　今回は、6月～9月分の児童手
当・特例給付を10月8日（金）に指
定された金融機関へ振り込みます。
■問い合わせ先 
　子育て支援課子育て支援係
　　（48）1111（内1124）

　県では、毎年10月を「クリーン排
水推進月間」「浄化槽強調月間」と
定め、家庭での生活排水対策や浄
化槽の適正管理などを呼び掛けて
います。
　生活排水対策は、一人一人の取

り組みが鍵となります。
　水環境に優しい取り組みを続け
てください。
◎身近な生活排水対策
▽　食べ残し、飲み残しを減ら
す。
▽　三角コーナーや水切りネッ
トで汚れを取り除く。
▽　使用済み油は新聞紙などに
吸わせて可燃ごみとして捨て
る。
▽　食器や鍋は目立つ汚れを新
聞紙などで拭き取ってから洗う。

▽　洗剤は適量を使う。
◎浄化槽の適正な管理
　浄化槽を管理する方は、法令
により保守点検・清掃を実施し、
法定検査を受けなければなりま
せん。
　浄化槽を適正に管理し、長く大
切に使用してください。
■問い合わせ先
　建設環境課環境係
　　（48）1111（内1211・1212）

10月27日から11月9日までは、
読書週間です。町立図書館では、読
書週間にちなみ、本に親しみ、図書
館への関心を深めてもらうことを
目的に、読書週間事業「あなたも図
書館司書」を開催します。受講料は
無料です。
■日　時　10月30日（土） 
【午前の部】午前10時30分～正午
【午後の部】午後1時30分～午後
　　　　　3時
■場　所　町立図書館
■対　象　小学4年生～6年生
■定　員　午前の部・午後の部
　各3人（定員を超えた場合は抽選）
■内　容　受け付け（カウンター）
業務などを体験します。
■講　師　図書館司書・職員
■注意事項　
▽　当日体調不良の場合は参加
できません。
▽　必ずマスクを着用してくだ
さい。
▽　まん延防止等重点措置、ま

たは緊急事態宣言発出中の場
合、中止となることがあります。

■申込期限　10月15日（金）
■申し込み・問い合わせ先　
　町立図書館　　（48）6231

町立図書館では、10月中に読ん
だ本を記録する「読書カード」を配
布しています。
読書カードに読んだ本のタイトル

などを記入し、20冊分記録したら、
図書館へ提出してください。20冊
分記録した方には、図書館からささ
やかなプレゼントをお渡しします。
■期　間　10月1日（金）～10月
31日（日） 
■配布場所　あんないカウンター
■注意事項　10月中に読んだ本
が対象です。
■問い合わせ先　
町立図書館　　（48）6231

　これからの季節、空気は乾燥し、
青々としていた草もいつしか枯草
になります。
　枯草は燃えやすく、タバコの投
げ捨てや子どもの火遊びなどの小
さな火から簡単に燃え広がります。
■住宅周辺の枯草に注意
　　住宅周辺の枯草から火災が発
生した場合、建物に燃え移る危
険性が高いため、消防署では、枯
れる前の刈り取りを呼び掛けて
います。
　　枯草火災による被害をなくす
ために、空地の所有者・管理者
は、建物に近接する草を刈り取り、
適切な方法で処分してください。
■枯草繁茂状況を調査します
　　消防署は、11月から町内の枯
草繁茂地の調査を行い、火災予
防上危険があると判断した場所
は、土地の所有者・管理者に対し
刈り取りを依頼します。
■問い合わせ先
　半田消防署阿久比支署
　　・ＦＡＸ（47）0119
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